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改善・取組

みの背景と

課題 

当事業場は、敷地面積 660,000 ㎡内にクリーンルーム棟６建屋を含む合計 10 建屋が

あり、各建屋に AED やストレッチャーなどの救急物品を備えている。2019 年 4 月 1 日

現在正規従業員数が 6700 人、派遣や関連会社社員などを含めると常時 1 万人近く

が構内で働いており、急病者が発生した際、産業保健スタッフが駐在している建屋から

一番遠い建屋までは、緊急車両を利用しても移動に最低 10 分程度の時間がかかる。 

また 24 時間 365 日稼働の事業場のため、夜間産業保健スタッフは不在となる。さら

に今後も生産拠点拡大による作業エリアの拡充、それに伴う従業員数の増加、そして従

業員高齢化による有所見者数の増加など、救急救命対応件数の増加が予想される。 

加えて、当地域は南海トラフ地震の被害エリアにも想定されていることから、災害の備

えにおいても実効性の高い救急救命体制整備が課題である。 

 

 

 

 

 

改善・取組

みの着眼点 

24 時間 365 日稼働の事業場といった特色もあり、1999 年自部門での救急対応を

目的に消防署の協力を得て産業保健スタッフが講師となり、心肺蘇生法講習を開始し

た。2005 年約 2000 名の正規従業員が、事業場規模急拡大によって 2011 年には

5000 名を超えた時点で、各部門における自立的救急救命体制の構築に向けて、消防

署で応急手当普及員資格を取得した従業員を講師、産業保健スタッフは講義と進行

サポートに徹するといった講習内容へ変更、現状に合った組織づくりへと視野を広げた。 

 

改善・取組

みの概要 

毎年決まった時期に産業保健スタッフが心肺蘇生法教育を実施していた計画を、

2011 年度からは各部門・各勤務帯で応急処置を 5 分以内に開始できる人数である救

急対応リーダー10％養成といった組織目標に掲げて、各部門で一定割合を養成した結

果を体系化できるよう、3 ステップ方式の救急救命体制プロセスへと変更した（図１）。 

＜各部門における救命救急体制構築プロセス＞ 

・ステップ１：事業場内救急対応リーダー養成（目標値 10％） 

安全衛生委員会の場で、産業保健スタッフから養成目的を伝えて、各部門で選抜 

された受講対象者へ、勤務時間内に普通救命講習を実施（3 時間）。修了者を事業 

場内救急対応リーダー（以下、リーダー）に任命する。 

・ステップ 2：社外応急手当普及員資格取得者の設置（目標値 0.5％） 

産業保健スタッフからの推薦及び各部門で適任者として選抜されたリーダーが、消防署 

に通所、応急手当普及員（以下、普及員）の資格を取得（3 日間）。修了者を部門代 

表普及員に任命、事業場内イントラネットで公表する。 

・ステップ 3：各部門における自立的救命救急体制構築支援 

普及員を講師、産業保健スタッフは手技確認のサポート役としてリーダーを養成すること 

で、各部門においても同様の教育を展開していける自信も養成。安全健康（人命）第 

一といった共通認識のもと、部門内での自立した救急救命体制構築する。 

体制の構築 

を目指す。 
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効  果 

2019 年 8 月時点、普及員 36 名、各部門 10％養成しリーダー1550 名の体制となって

おり、救急救命体制を 3 ステップ方式としたことで、実働可能な人材育成と体制整備が

進んだ（図２）。普及員が手技面での講師となることで、知識の確認はもちろんのこと、手

技の熟練度が年々あがっており、リーダーとともに部門の仲間の命を守る意識や実効性

が高まってきているように思われる（図３）。これまで数例ではあるが事業場内で発生した

事例に対して、実際に対応した普及員及びリーダーもおり、教育内での事例紹介ととも

に、3 ステップ方式の効果を伝えることで、自主的に教育展開を企画する部門も出始め

ている。また、これまで目標値を持って毎年リーダー養成してきたが、資格の明確な更新

時期を設定していなかったため、実効性の高い技術習得と事例への対応が自信を持っ

てできるよう、3 年ごとに一回フォローアップ研修を開催していく計画となっている。 

産業保健スタフとしては、年度計画の策定と実施支援はもちろんのこと、現状を評価す

ることで、事業場 BCP 体制再構築にも参画、実働可能な体制整備が一歩進んだ。 

 

この GPS の

経験から学

ぶことができ

るポイント 

・安全衛生委員会にて事業者、管理監督者、従業員へ個々の救命救急処置スキル

習得と職場内の救命救急体制構築の必要性について年間計画を提案、承認を得て、

計画に基づいて活動を展開、さらに評価することでＰＤＣＡが回せる。 

・一従業員である普及員が講師を担当することで、 講座に参加したリーダーが自分もで

きるという意識や行動につながり、3 ステップ方式としたことで、部門の仲間の命を自分た

ちで守ろうという意識が芽生え、実効性の高い救急救命体制の構築につながった。 

・ 
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図 2 救命救急体制の推移 

図 3 受講前後アンケート結果例 

図１ 救命救急体制プロセスと産業保健スタフの役割  


